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報告 4　犯罪からの社会復帰に必要なものを考える：オーストラリアの場合

森久　智江（立命館大学法学部 准教授）

森久　皆さん、こんにちは。立命館大学法学部の森久と申
します。私は、先ほどご紹介のあった、第 3期 R-GIRO「修
復的司法観による少子高齢化社会に寄り添う法・社会シス
テムの再構築」の第 1グループというところでグループ
リーダーをしておりまして、今回の中心的なテーマであり
ます、修復的司法というものについて、院生時代から一貫
して研究をしております。ただ、日本で修復的司法というのはどちらかという
と、加害者と被害者の対話であるとか、そういう文脈で語られることが多いの
ですが、私はそのような、修復的司法の捉え方は非常に狭いというふうに考え
ていまして、本来、修復的司法というのは、社会と犯罪の関係を考えるという、
非常に広い文脈で、むしろコミュニティが犯罪というものをどういうふうに受
け止めていくのかという、そういうところで話すべき内容だというふうに理解
をしています。ですので、今回お話する、オーストラリアのお話というのも、
まさにコミュニティと犯罪がどう関わるのかというところを中心にお話をして
いきたいと思います。
今日のお話は 3つありまして、1つはオーストラリアの中でもビクトリア州
というところに私自身が留学をしておりましたので、そこで犯罪からの社会復
帰はどういうふうに問題にされてきたのかということと、そのためにオースト
ラリアが具体的に行ってきたことはどういうことなのか、また日本はそこから
何を学ぶことができるのかというお話をしていきたいと思います。
ところでオーストラリアといった時に皆さんはどういうイメージを持たれる
でしょうか。おそらく、オーストラリアというと、皆さんはこういうイメージ
かなと思います。こういうイメージがおそらく一般的だと思います。というの
も、オーストラリア総人口の約 3倍に匹敵する数のカンガルーがオーストラリ
アにはいますので、そういうイメージがおそらく一般的かなと思うのですが、
実はメルボルンというところ、ビクトリア州の中心都市ですけれども、結構、
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都市らしい都市の部分と、あと
古き良きイギリスが結構残って
いるところでもあります。これ
は中心地にある駅なのですけれ
ども、まさに最初にイギリスが
入ってきた頃に建てられた建物
であります。
ビクトリア州というのはあの辺にある、人口は約 500 万人、自治体が 51 く
らい、最初の入植地ということで当時のビクトリア女王にちなんでビクトリア
州と名付けられているところです。この州の中に、なんと 170 以上の民族が共
存しています。なので、日常的に歩いているとアジア人系の人と会うことが普
通だし、黒人もいれば白人もいるし、とにかくいろんな人がいるという状況な
ので、これだけ社会的背景の異なる人々が集まっているわけですね。要は、日
本のように空気を読めと言われても読めないわけです。お互い、全く違う文化
で生きているので、そうすると、そういうそれぞれ違う背景を持った人同士の
中で、犯罪をはじめとした紛争にどう対処したらいいのかということが問題に
なるということです。
近年のビクトリア州においての、犯罪からの社会的復帰問題をみていきます。

ビクトリアでは、有罪確定事件数が増えたという時期が 70 年代から 80 年代に
ありました。それは国内が不況であるとか、あるいは社会福祉予算が大幅に削
られたというようなこともありましたし、この頃のオーストラリアでは、白豪
主義と言って、白人以外は人ではないみたいな扱いをしていた、非常に差別的
な国家だったのですけれども、それがなくなりまして、マルチカルチュアル化、
つまりいろんな文化的背景を持った人々による多文化共生ということが非常に
言われるようになりました。その結果、とにかく空気をみんな読まないで生き
ていくという人たちが集まるというような状態になってしまったわけです。
有罪確定事件数が増えると、刑務所における被収容者が増加しまして、特に
短期刑受刑者、あるいは若年層受刑者が増加しました。それで当初刑務所自体
を増やして、何とか被収容者が増えたことに対応しようとしていたのですけれ
ども、それにも限界が出てきました。要はお金がかかるわけです。刑務所収容
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というのは非常にお金がかかる政策なので、これには限界があるということで、
1980 年代の半ばに社会内処遇命令というのが導入されます。
これは、要は社会の中で処遇をすることによって刑務所の人口をできるだけ
減らそうというねらいを持っています。この社会内処遇命令では、社会の中で
何かをさせようとなった時に、罰金刑の代わりに、社会内で奉仕活動をさせる
という命令が、飛躍的に行われるようになったんですね。すごい勢いで増えた
んです。しかし、罰金刑の代わりですから、罰金を払えない、お金がない人に、
その代わりに社会内でボランティアをやってくださいということになりますよ
ね。しかし、それではもともと刑務所に入らない罰金刑の代わりになるだけで、
結局、拘禁刑の代替にはほとんどなっていなかったんですね。
それまで罰金刑になっていた人が、この社会内処遇命令を受けるだけになっ
て、本来の過剰収容対策にはほとんど資していなかった上に、それまで罰金を
受けていた人が社会の中で普通に働けるために、つまり、「その人の社会生活
に何が必要か」とかいうことは全然考慮されなかったのです。社会内処遇命令
を出すにあたって、本人の調査、いわゆるアセスメント的なことはほとんどさ
れずに、社会復帰に必要なものが意識されない、社会内処遇命令というのが行
われていました。
このあと、90 年代に入りますと、世界的な潮流としても、犯罪の認知件数
が増えて、厳罰化の波がきます。アメリカもそうですし、日本もこの時代から
かなり厳罰化に振れていったわけですけれども。「三振法」と言って、犯罪を
3回行ったら、3回目ですぐ刑務所行きといった法律であるとか、あるいは全
体的に重罰化された結果、刑の長期化が生じます。これがいわゆる「正義モデ
ル（Justice Model）」というやり方でして、「目には目を、歯には歯を」にな
りますけれども、やった行為に対しては常に刑罰で対応すべし、ということが
言われるようになった。そうするとますます刑務所の過剰収容は悪化するわけ
ですね。
当然ですけれども、積極的に刑罰を使おうということになると、刑務所の過
剰収容は悪化するし、とりわけ、「三振法」みたいな形式的なやり方をやって
いくと、刑務所に再び入る「再入者」の人がどんどん増えることになります。
その結果、刑務所を所管している矯正局としては非常に大きな危機感を持って、
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何か違うことをやらないとこのままじゃまずいんじゃないかという不安が生じ
てきたわけです。

それじゃ「厳罰化」から、そ
のあとどうするかということな
のですが、矯正局はそこで、あ
る提言を出しました。1 つは非
拘禁的判決、つまり、とにかく
刑務所に収容しないという判決
を積極的に使うべきであるとい
うことを提言します。これは先ほどの社会内処遇の命令を出すというものに近
いんですけれども、その時に、犯罪原因に対する学融的な対応、マルチディシ
プリナリーと書いていますけれども、いろんな領域から犯罪原因を分析した上
で、それに対応するようなアプローチ、また、マルチ・エージェンシーですね、
多機関連携的なアプローチというのを、同時にとっていくべきであるというこ
とが言われました。
その報告書の中で言われているのは、刑罰というのは原則的に社会復帰を阻
害するのだということを前提にしつつ、じゃあ、その刑罰をどう使うかという
ふうに考えた時に、法の持つ治療的効果、「therapeutic effects」と書いていま
すけれども、それを最大化しながら、刑罰の中に内在している、反治療的な効
果というのを最小化していかなくてはいけない、ということです。ちょっと難
しいと思われるかもしれませんけれども、簡単に言うと、刑罰が強制であると
いうことは、そこはぬぐいきれないわけですね。また、刑務所にたとえ短期で
あれ入るということは、社会復帰をより難しくさせるということ、そこもぬぐ
いようがない。だけれども、その刑罰の中で行われることが、より治療的にな
れば、それはある程度意味があるし、刑罰の持っている、そういう弊害を可能
な限り最小化していく必要があるのだということが言われました。
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そこで、その害を最小化しな
がら効果を最大化していくため
に何が必要かというのは、まさ
に毛利さんの報告でもありまし
たけれども、本人の自律性に対
してきちんとアプローチをして
いくということであります。プ
ログラムや支援に関する説明を、本人に対してしっかり行った上で、本人がそ
れに対する同意をして、さらに、本人のレディネスとモチベーションを重視し
ながら支援をしていく。先ほどの中村先生のご報告にもありましたけれども、
非犯罪的ニーズと犯罪的ニーズに並行して対応していくということが追求され
ます。
なので、矯正スタッフや法律家というのは、そういう新たなアプローチにお
いて、犯罪行為者に対してプログラム参加を強制するといった「アメとムチの
アプローチ」を採っていてはだめだということが言われるわけです。あくまで
も、判決の段階から犯罪行為者が参加するモチベーションというのを最大限に
高めることができる、そうなれるように、法の下に行為者に敬意を払うべきで
ある、というふうに言われます。
「人権保障」という言葉は、日本では非常に形骸化しているところがあって、
「人権屋」だとか揶揄する言葉がありますけれども、ややマイナスのイメージ
で見られている部分もあると思います。しかし、「人権保障」というのは、本来、
まさに本人に敬意を払って、その人がよりよく生きられるようなあり方をどう
いうふうに追求すべきなのか、またそれは第三者がそうするべきだと考えるか
らそうする、といった他律的なものではなくて、本人の自律的なモチベーショ
ンを高めることができるような、そういうアプローチが必要なんだと、まさに
犯罪からの社会復帰に必要なものを、「本人の人権保障」に基づいて意識する
というアプローチにしていくべきだということが言われました。
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ということで、そのためには、
アセスメントがやっぱり重視さ
れるわけですね。先ほどの相澤
報告の中でも言われていました
けれども、本人に対するアプ
ローチのために、アセスメント
を、初期段階、介入前、介入後、
そして社会復帰計画の更新をして、最後、実際の社会復帰へ、というふうに、
きちんと何回も評価をしていくということですね。特に初期段階のアセスメン
トにおいては、犯罪原因的ニーズが低い場合であっても、あるいは行為の重大
性がそれほど重くない場合であっても、本人の非犯罪原因的なニーズというの
を考慮した支援計画を立てるべきであると指摘されています。
さて、具体的にこのような指針に基づいて、ビクトリア州は何をやったかと
いうことなんですが、2つありまして、1つは、できるだけ本人に対する犯罪
からの社会復帰のための支援を、刑事司法手続から切り離す、ということがな
されました。具体的に言いますと、「裁判所統合サービスプログラム（Court 
Integrated Services Program）」、これはCISP というふうに略されているので
すが、これは最初の裁判所への出頭段階での本人のアセスメントの実施と、そ
れを基に本人を福祉サービスにつなぐことを目的としたプログラムでありま
す。
通常、逮捕されて、そのあともう少し長い期間未決拘禁をされる、つまり裁
判になるまでの間に身体を拘束されるという場合には、裁判官の面前に必ず一
度連れていかれるわけですね。「あなたは本当にこの犯罪をやったんですか？」
ということについて、本人の弁明を聴くという、そういう場があるわけですが、
その時にまず、「あなたにはこういう福祉的なニーズがありそうなんですけれ
ども、よかったら説明を受けますか？」ということであったり、説明を受けた
あとにも、「あなたにこういうサービスを提供できますけれども、どうします
か？」ということを、その裁判所の中でやっていくということです。CISP では、
裁判所の中にクリニカルチームというのが設けられていて、そこがアセスメン
トや福祉への橋渡しをやっているのです。
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ポイントは、そのようなアセスメントや橋渡しが（本人が疑いをかけられて
いる犯罪行為についての）有罪答弁手続、つまり、「あなたがその犯罪行為を
やりましたか？」と訊かれた時に、「私がやりました」ということを言わなく
ても、あるいは「自分は争います」、「自分はやっていません」と争っていても、
支援内容に対する本人の同意があれば、いずれにせよ支援提供は可能なんです
ね。ここが日本と大きく違うところです。
日本の場合は、検察で今いろんな支援をやっていますけれども、その段階で
やる支援というのは、基本的に本人が、「自分が（被疑事実を）やりました」
と認めているということが前提ですし、他の国でも、有罪答弁をした場合しか
支援ができないというシステムは結構あります。オーストラリアはそこを切り
離しているということですね。

実際には、判決前に被疑者・
被告人の社会的ニーズに応じた
短期的支援を提供し、個別の
ケースマネージメントによるサ
ポートを通じて、原因に働きか
けながら、可能な限りトリート
メントや地域サポートに優先的
にアクセスを確保します。こうすることで、場合によっては刑事司法手続を途
中で打ち切って、再犯率を低下させるということが行われています。
これが、裁判所における取り組みの一つなんですけれども、もう一つ大きな
取り組みで、「犯罪からの社会復帰支援は同時に具体的な地域における課題解
決でもある」という、こういう観点での大きな取り組みがなされています。そ
れが近隣司法センターです。
「Neighborhood justice center（NJC）」というところでして、これは
Collinwood という、ビクトリア州のメルボルンの中でも、とりわけ治安の悪
い地域にあります。私もそこら辺を結構歩き回っていましたけれども、日々そ
の辺でパトカーがウロウロしていて、警官が「おまえ、薬物をやったんだろ
う！？」とかって地元の人に詰め寄ったりしているシーンによく遭遇するみた
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いなそんなところでして、その地域に、オーストラリアで唯一設置されている
司法センターがこの近隣司法センターであります。
そこでは、公的あるいは民間の機関による地域サービスや、コミュニティセ
ンター、あるいは調停のための場所、ガラス張りの法廷といったものが、全部
一堂に会して同じ建物に入っているんですね。ある犯罪行為を契機に、あらゆ
る地域の課題に対して、関係者が自らの希望に応じたコーディネートを受けら
れるというような場になっています。要するに、裁判所内に仲裁、法的支援、
雇用、居住支援等や、精神保健福祉サービスといった、多様な立ち直りや支援
のためのサービスというのが、一か所で全部調整できるというところがポイン
トであります。
これがその近隣司法センターの建物なんですけれども、こういうビルがあっ
て 3階建てなんですが、2階にこういう法廷があります。法廷はガラス張りで、
外からも完全に見えています。こういう子どものプレイルームとかもあります。
この写真ですね、パーティションがあって、2人の人がお話していると思うん
ですけれども、先ほどの 3階建ての建物の 3階にすごく広いオフィスフロアが
あります。そこにこのパーティションで区切った、いろんな地域のサービスや、
自治体の出張所とかが、全部そこに入っているという状態になっているんです。
ある案件がきたときに、「あの件なんだけどさ」と言いながら、こうやってお
互い話ができる。そういう形になっ
ています。
当然、会議が必要な場合はミーティ
ングルームもありまして、これは地
域の人も使えますし、クワイエット
ルームと呼ばれる、DVを受けた女

 

 



53

性なんかがそこで静かにお話をされたりとか、ちょっと落ち着いたりするよう
な部屋もあります。
とにかく、その建物の中にあらゆるものが入っているということなんですが、
これは何のために作られているかというと、「地域による正義の実現」という
ことがここのコンセプトなんだと言われています。すなわち、ある犯罪行為を
解決するための裁判のみを行う裁判所、というところではなくて、継続的な地
域の問題解決をする場なんだというふうに言われるわけですね。なので、そこ
で調停であるとか、さまざまなほかのサービスも行っていますし、犯罪の背景
にあるものに働きかけようとしているわけです。

ちなみに、ここには「われわ
れが行うことのすべての中心に
地域がある」というコンセプト
があるんですけれども、「自分
たちがやっていることは上から
目線の解決ではないんだ」とい
うことです。地域住民とともに、
「地域の犯罪の減少」であるとか、「治安の改善」であるとか、「司法に対する
信頼」や「司法アクセスの向上」、そういったものにこのセンターが貢献して
いくということなんです。センターは地域住民を支える「支援者」であって、
まさに地域をエンパワメントすることで、そこでの課題というのを地域が自ら
解決していけるようにしていくということを明確にしています。

実際、ここで扱っている案件
というのはこれだけたくさんあ
りまして、当然、普通の裁判も
やっているわけですけれども、
被害者の支援・審判とか、あと
は行政審判とかもやっています
し、当該地域の住民に関連する
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事件は何でも扱います。また「outside the courtroom」と書いてありますが、
裁判外の解決もここでやっているということです。
裁判外活動としては大きく 3つありまして、1つは、犯罪をした人の抱える
問題解決として、例えば借金の返済計画を立てるとか、債務整理をするとか、
薬物とかアルコールのような物質依存に対応していくというようなことです
ね。2つ目、「mediation」として、地域や家族間紛争のメディエーションを実
施することも行っていますし、3つ目には、「社会内更生」と書いていますけ
れども、これは社会内処遇命令を受けた人がその地域にいた場合に、それを確
実に履行できるような支援サービスをする。例えば、ちゃんと週に何回病院に
行って、投薬を受けてくださいというような命令がある場合は、そういう時の、
病院へ付き添うサービスをやるとか、そういうこともやっています。
このようなセンターがあることで、地元で、あるいはオーストラリアでの評
価として言われていることは、地域におけるさまざまな課題というのを、まさ
に犯罪という紛争を契機に、法廷内外の対応によって解決する拠点として機能
しているんだと言われます。つまり、犯罪行為者本人や地域住民の司法へのア
クセスを改善することで、犯罪によって顕在化した社会的課題に対応していく。
犯罪というのはまさに様々な問題が顕在化したものであって、その下にこそ
いろんな問題があるわけです。そういう地域の問題に対していかに対応してい
くか、つまり個別の犯罪等そのものを罰することよりも、その背景にある社会
的課題の解決ということを目指していくということであります。そのために有
効な組織として裁判所はどのようにあるべきなのか、またどういう専門性が必
要か、ということでこのNJCができたと言えます。
その意味でNJC というのは犯罪行為者の地域社会に対する責任感とか信頼
感というのを醸成することにも役立っています。なぜかというと、センターで
のいろんな取り組みに、地域住民や地域の専門家が参加して、それによって犯
罪をした人自身、または裁判所の関係者、地域住民間の信頼とかラポール形成
に役立つんだということが言われるわけです。一緒にそこで課題解決をしてい
くことで、「お互いに問題を一緒に解決していきましょう」という姿勢になる。
つまり犯罪というのは犯罪をした人個人の問題だけではなくて、いつ、誰が、
そういうふうになってもおかしくないという前提で、犯罪行為者以外の人たち
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もそこに参加する。それが、被告人が現状に至ったことに対する、地域住民の
自己投影や議論にもつながるんだというふうに言われます。
もし、課題解決がうまくいかずに被告人がNJC に戻ってきた時にも、犯罪
からの社会復帰に向けて、地域も本人も法的機関もそれを許容していきますし、
そういう方向で地域が変わっていけるのだと思います。
さて、あらためて犯罪からの社会復帰についてということをちょっとまとめ
て終わりたいと思いますが、「犯罪からの社会復帰は誰のものなのか？」とい
うことを私から問いかけて終わりたいと思います。
犯罪からの社会復帰というのは、誰が、どうなることで果たされるのか。も
ちろん通常は、犯罪行為者自身が犯罪行為に関わることをやめる、ということ
によって、あるいは本人が職や住居を得ることによって、というところに焦点
があてられるわけです。それは当然、社会復帰するのは本人だからです。
しかし、当事者である本人自身の権利保障として社会復帰に必要なものが考
慮されるべきであるのと同時に、やはり一方で、本人に関する要素を変えるだ
けで社会復帰ができるとは言い切れないだろうと思われます。
それは、犯罪をした人の背景にある社会的な課題、あるいは地域の他の誰か
にとっての「生きづらさ」というのは、これは本人の要素を変えるだけでは変
わらず、犯罪行為前と同じなわけです。まさにその地域で他の人が、いつ、同
じように犯罪という形に至ってもおかしくない、このような地域の自律性にも
アプローチしていく必要があるだろうというふうに思いますし、実際には、犯
罪から復帰するための社会の関わり方、あるいは「生きづらくない社会」その
ものに何が必要なのかということも問われているのではないかと思います。先
ほどの中村先生のお話にあった、まさに「自分が復帰したいと思えるような社
会」がそこにあるのかという問題だろうと思います。
最近、日本においても本人だけに焦点を当てる支援から、社会へ視野を向け
たような取り組みというのがちょっとずつ増えていて、例えば、滋賀県の野洲
市というところがあるんですけれども、そこの市民生活課では、一時期横浜で
行われていたパーソナルサポートサービスというのを少し昇華して、消費者生
活センターとか、高齢者サービスとか、そういういくつかの異なるサービスを、
全部まとめて 1つの課がやっているらしいんですね。そういう形で、いろんな
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問題をワンストップで、できるだけコーディネートしていこうという取り組み
は、日本でも始まっているんだと思います。
すみません、若干超過しましたが、私からは以上です。どうもありがとうご
ざいました。（拍手）
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